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１．第二回全国上場会社内部者取引
管理アンケートの調査概要

調査対象：内国上場会社3,865社
（東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ジャスダックに平成21年２月１日現在で上
場していた会社。重複除く）

調査目的：

・ 上場会社における内部者取引の未然防止体制の

整備状況の把握

・ 上場会社各社に社内体制のセルフチェックを行う

機会を提供し、内部者取引に対する法令順守意

識の向上を促す

回答社数： 3,066社（有効回答率79.3％）
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2. 内部者取引の未然防止に向けた

社内体制の整備の充実
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内部者取引管理規程の有無・改定状況

△2.42.85.2内部者管理規程無し

5.194.989.8内部者管理規程有り

（B)－（A)第二回調査（B)第一回調査（A）

内部者管理規程の有無（問１）

内部者管理規程の改定状況（問４）

△2.55.68.1行っていない

△1.949.651.5適宜

1.839.437.6常に

（B)－（A)第二回調査（B)第一回調査（A）

*第一回調査と第二回調査において、回答の選択肢が異なる場合があり、比較が可能なよう

に、合算等をしている場合がある。（以下同じ）

（単位：％）

（単位：％）
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現在の内部者取引管理に対する認識（問29）

売買管理情報管理

59.8

31.3

第一回調査

47.651.2部分強化

49.446.3適切

第二回調査

（単位：％）
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3. 内部者取引規制等に係る教育・啓発活

動の積極的な推進
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役職員等への啓発活動

3.316.313.0外部専門家による研修

6.510.03.5E-ラーニング

14.940.025.1担当者への外部研修

△3.72.86.5特に行っていない

NA73.9NA社内掲示板等への掲載

NA31.4NA社内担当者による研修

NA20.0NAメール、刊行物等による
定期的な周知

（B)－（A)第二回調査（B)第一回調査（A）

役職員への啓発活動の方法（問21） （単位：％）
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0.011.20.847.26.453.625.622.420.840.828.091.2100.0

014159867322826513511412510,000人以上

(%)

0.48.12.039.410.845.233.014.518.731.625.281.8100.0

47318355974082981311692852277389021,000人以上
10,000人未満

(%)

0.36.73.233.314.037.830.97.214.630.017.270.1100.0

5113545642376415241222485082921,1891,696100人以上
1,000人未満

(%)

0.03.44.128.221.931.030.48.216.034.216.064.6100.0

0111390709997265110951206319100人未満

(%)

0.36.92.835.113.540.031.410.016.331.420.073.9100.0

9212871,0774141,2279623085009626132,2663,066全体

(%)

不明その他特に
行って
いない

役職員
の疑問
に対し
て専門
窓口を
設置

社員が
集る場
で内部
者取引
の防止
を呼掛
け

社内の
担当者
を外部
研修に
参加さ
せる

内部者
取引規
制に関
する解
説本を
配布

ｅラー
ニング
を用い
た研修

外部専
門家を
招いた
社内研
修

社内担
当部署
による
研修

メール、
社内刊
行物等
で定期
的に周
知

社内掲
示板に
規程等
を記載
し、閲
覧可能
にする

合計

役職員への啓発活動に係る従業員数別クロス集計データ
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ユニークな啓発活動

• 入り口にインサイダー取引関係を含む留意事項を大
きく張り出す。

• ポスターで啓蒙

• 全店向けの放送で啓蒙

• インサイダー取引規制入門を朝礼で輪読

• クイズ方式で事例紹介

• 社員手帳に掲載

• 月一回職場ごとにコンプライアンスに関するチェッ
クをチェックリストごとに実施

等々



11

4. 重要事実の認識・管理時期



12

重要事実の認識・管理時期（問7）

△6.633.440.0①

5.026.921.9②

5.525.319.8③

（B)－（A)第二回調査（B)第一回調査（A）

（単位：％）

①重要事実となる情報を特定の機関で決定したとき
②重要事実となり得る可能性・蓋然性が高いと特定の機関が認識したとき
③将来重要事実となるかもしれない事案について、特定の機関で検討・計画を開始したとき
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重要事実の認識・管理時期に係る従業員数別クロス集計データ

8.017.633.621.619.2100.0

102242272412510,000人以上

(%)

8.85.927.927.230.3100.0

79532522452739021,000人以上
10,000人未満

(%)

9.53.924.126.636.0100.0

161664084516101,696100人以上1,000
人未満

(%)

10.04.722.328.534.5100.0

32157191110319100人未満

(%)

9.35.125.326.933.4100.0

2861567768241,0243,066全体

(%)

不明その他将来重要事実
となるかもしれ
ない事案を特
定機関で検討
開始したとき

重要事実と
なり得る可能
性が高いと
特定機関が
認識したとき

重要事実と
なる情報を特
定機関で決
定したとき

合計
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社内の情報管理体制に係る従業員数別クロス集計データ（問５）

0.86.411.219.262.4100.0

1814247812510,000人以上

(%)

0.92.211.517.468.0100.0

8201041576139021,000人以上
10,000人未満

(%)

0.92.39.611.475.8100.0

16391621941,2851,696100人以上1,000
人未満

(%)

0.02.57.27.283.1100.0

082323265319100人未満

(%)

0.82.510.013.073.7100.0

25773063982,2603,066全体

(%)

不明その他現場に近い
それぞれの
部署ごとに
行う

複数の情報
管理部署を
置いて行う

社内で一元
的に情報管
理する部署が
行う

合計
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5. 役職員の自社株等の売買管理
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自社株売買に係る手続（問14）

12.613.438.90.70.89.124.5配偶者・同居家族

8.713.628.92.41.211.234.1退職後１年以内の者

7.710.423.00.61.313.443.6派遣社員、パート・アルバイト

16.09.551.12.30.86.114.2代理人（弁護士、会計士）

4.06.34.13.31.017.763.7特定部署・プロジェクト・役職の役職員

2.09.19.70.41.720.257.0社員

0.95.31.54.51.218.767.9役員

不明⑥⑤④③②①役職等の別

①上場会社が事前に許可した場合に限り自社の役職員等による自社株式等の売買を認める「許
可型」
②事前に予定する売買の内容を届出させる「事前届出型」
③売買の実行後にその状況を役職員に把握させる「事後届出型」
④役職員等の自社株等の売買を一切認めない「禁止型」
⑤上場会社自身は役職員等の自社株売買に一切関知しない
⑥その他

（単位：％）
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自社株売買手続（社員）に係る従業員数別クロス集計データ

2.427.219.20.81.614.434.4100.0

3342412184312510,000人以上

(%)

1.812.713.60.11.719.051.1100.0

161151231151714619021,000人以上
10,000人未満

(%)

2.16.77.80.51.821.559.6100.0

361141329313641,0101,696100人以上
1,000人未満

(%)

1.95.04.70.30.918.868.3100.0

616151360218319100人未満

(%)

2.09.19.70.41.720.257.0100.0

6228029612516181,7473,066全体

(%)

不明その他自社株売
買には一
切関知しな
い

禁止型事後届出
型

事前届出
型

許可型合計
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他社株売買に係る手続（問15）

15.915.851.43.30.64.38.7配偶者・同居家族

13.118.745.15.60.85.311.3退職後１年以内の者

11.819.941.26.80.85.813.6派遣社員、パート・アルバイト

17.812.657.43.20.53.55.0代理人（弁護士、会計士）

10.120.532.210.00.87.718.8特定部署・プロジェクト・役職の役職員

7.322.235.38.71.18.317.2社員

6.721.330.710.51.38.221.3役員

不明⑥⑤④③②①役職等の別

①上場会社が事前に許可した場合に限り自社の役職員等による他社株式等の売買を認める「許
可型」
②事前に予定する売買の内容を届出させる「事前届出型」
③売買の実行後にその状況を役職員に把握させる「事後届出型」
④役職員等の他社株等の売買を一切認めない「禁止型」
⑤上場会社自身は役職員等の他社株売買に一切関知しない
⑥その他

（単位：％）
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6. まとめ

• 上場会社における内部者取引の未然防止に向けた社内体制の整備が、前

回調査時に比し、一層進められている。 また、内部者取引規制等に係る教

育・啓発活動も積極的に進められている。

• 重要事実となる情報を管理するタイミングについては、前回からの改善は

みられたものの、引き続き、取締役会による決定をもって管理を開始する、

情報管理を開始するタイミングの遅いと思われる上場会社が少なからず存

在する。

• その他役職員の自社株等の売買管理について、画一的・過度に保守的に

ならないように役職や所属部署に応じて取扱いを違えるなど、各社の実情

に応じて工夫されている様子が伺えるが、「管理が保守的になりやすい」な

ど、制度の運用面での課題をあげる会社も認められた。
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COMLECによる コンプライアンス支援活動

 セミナーの開催
– 「企業担当者のためのインサイダー取引規制セミナー（基礎編・

実務編）」を東京のほか各地で毎月開催

 社内研修等への講師の派遣
– 社内のコンプライアンス研修への講師派遣

 eラーニング研修サービス
– 「インサイダー取引規制入門」、「インサイダー取引規制応用編」

– こんぷらくんの株価操作規制入門

– 要点チェック式 コンプライアンス・マスターシリーズ初編

 書籍の発刊
– 「30分で読める! インサイダー取引規制Ｑ＆Ａ」

– 「コンプライアンス・レビュー」（コンプライアンス部門の年次活動
報告）
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J-IRISS

東京証券取引所
[システムの開発]

[サービスの提供]

東京証券取引所
[システムの開発]

[サービスの提供]

J-IRISS

日本証券業協会
[事業主体]

日本証券業協会
[事業主体]

証
券
会
社

証
券
会
社

上
場
会
社

上
場
会
社

各地取引所各地取引所

口座情報の照合依頼口座情報の照合依頼

役員情報の登録

照合結果通知照合結果通知

登
録
機
能

照
合
機
能

協会員利用状況の確認

上場会社登録状況の確認

協会管理機能

取引所管理機能
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J-IRISS

A.上場会社様の登録においてはTDnet等と同様に電子証明書を利用していただき、完全
に暗号化された上で登録していただくため、盗聴、改ざんの心配はございません。
また、照合処理は全てシステム上で行うため、利用ユーザである証券会社は、直接
登録されたデータを検索・閲覧することはできません。

ご登録いただいた役員の個人情報（氏名、生年月日、住所等）は、証券会社の顧客
情報と照合し、マッチングした情報のみを証券会社に返しますが、その際、ご登録
いただいた会社名や役職名といった情報を合わせて証券会社に提供します。結果的
に協会が保有した個人情報を、条件付で証券会社に提供することになります。

また、情報管理として事業主体である日本証券業協会が情報を閲覧する場合があり
ますが、管理者として最低限業務を行う範囲での閲覧に留め、その範囲以外の目的
で個人情報は利用しないとともに、登録いただいた個人情報については、個人情報
保護法を踏まえ、厳重に管理させていただきます。

なお、証券会社に対しては、当該個人情報について、協会規則に規定する内部者登
録カードの整備等以外の目的で利用することは、禁止いたします。

Q.個人情報を扱うということでセキュリティは問題ないでしょうか？

日本証券業協会J-IRISS資料のよくあるご質問より抜粋


